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都市部大学/大学病院における 保育・病児保育について考える

■今回のシンポウムの意義

東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部 女性研究者支援室特任教授

荒木葉子

本日は、ご多用のところ、本学のシンポジウムにおいでいただきましてありがとうございます。

今回のシンポジウムは、本学が東京のど真ん中にあり、決して敷地も広くない中で、どのような

保育、病児保育を行うことができるか、｢都市型の大学、病院に焦点を当てて討議してまいりたい

と思います。

東京医科歯科大学は、研究所、医歯学、大学院生、学部生を含め、女性の数がだんだん増えて

きております。

病児保育は、キャリアを継続するうえで重要な支援ですが、研究者や医療者は一般の働く方とは

異なるニーズがあるのではないか、また、自身が医療者であることから、何か病児保育に関して、

できることがあるのではないか、という視点で、病児保育 Medical／academic package を開発

することを目的としています。

本日のお客様は、東京都で実際に子育てに関する行政を行っている方、私どもと同じモデル事

業で先行事業を行い、大きな成功をおさめておられる東京女子医大の斎藤教授、医療人 GP という

異なるモデル校として、地域に根差した取り組みをなさっている自治医大の湯村教授、また、我

が国において、病児保育ビジネスとして先駆的な取り組みをなさっている NPO 法人フローレンス

の堀江様においでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

■開会の挨拶

東京医科歯科大学副学長 谷口 尚

本日は、お忙しいところ、本シンポジウム

においでいただき、誠にありがとうございま

す。ポスターに私の名前が貼られていること

からわかりますように、急きょ、このプロジ

ェクトの責任者に任命されたものですから、

本日は、勉強させていただきたく参加してお

ります。

私は学生支援担当と苦情処理担当を受け持

っております。また、健康管理センターと一

緒に安全衛生の部分でも仕事をしておりおま

す。学生、留学生、女性、職員など様々な人

がここ東京医科歯科大学で働き、学んでいる

わけですが、ここをひとつのコミュニティと

とらえて支援していく、ということをやろうと考えています。

女性支援はその中でも大事な柱であり、今回は、シンポジストの皆様から、現状を伺い、いろ

いろなお知恵をいただきたいと考えています。

私的なことではございますが、私は元学長の大山先生の第一期大学院生です。家内も第一期の

スタッフで、職場結婚させてもらい、子供も二人おります。当時は育児休業がなかったものです

から、二人で子育てしながら仕事をして参りました。大山学長も奥様も医科歯科の卒業生でお二

人とも教授です。お二人のお子様を育てながら、お仕事をなさってきております。

私の研究室は、特殊な領域ですので、研究室の規模としましては、私、准教授と助教二名の合

計四名です。今までの話しましたように、私自身は女性研究者を支援しようとして参りましたの

で、4 名のうち、女性は二人です。実を申しますと二人とも同時に育児休業になってしまい、現
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在は二人で仕事をしております。業績は上げろ、収益は上げろ、と少ない人数で大変な思いをし

ておりますが、そうしたことからも女性研究者の課題は大きいと感じています。

先ほど申し上げましたように、学生や教職員、すべての方々に対し、コミュニティとして支援

体制を作りたいと考えております。女性研究者支援モデルがきっかけとなって、全学への取り組

みに発展させていければ良いと考えています。

皆様の今までの実践を拝見し、今後、本学に根付かせるために、本日はたくさん勉強させてい

ただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

■東京都における保育支援事業について

東京都福祉保健局少子社会対策部 子育て支援課民間保育援助担当係長 廣瀬達也・柳沼恵美

（廣瀬） ただ今、ご紹介いただきました、東京都福祉保健局子育て支援課の廣瀬と申します。

本日は東京都における保育支援事業についてということで、東京都が取り組んでいる事業等につ

いてのご説明をさせていただきたいと思います。

まず初めに、東京都が待機児童解消に向けて取り組んでいる、緊急 3 カ年事業について、ご説

明いたします。東京都ではこれまでも各区市町村において、保育サービス定員の拡充を図ってい

まして、平成 19 年 4 月からの 1 年間で 17 万 9,930 人から 18 万 3,582 人と 3,652 人分増加してい

るにもかかわらず、保育所に入所できない待機児童は逆に 4,601 人から 5,479 人と 878 人も増加

しております。

また、待機児童の約 9 割の 4,794 人が 0 歳から 2 歳児で占められております。待機児童解消の

ためには保育サービス定員をこれまで以上のペースで整備することが求められておりまして、東

京都では平成 20年度からの 3年間で保育サービス定員を 1万 5,000人分整備することを目標とし

て、これを達成するため、さまざまな事業を実施しております。

主な取り組みといたしましては、保育所の開設前にかかる家賃補助や備品の整備、それから、

開設準備経費補助の上乗せ、一時預かり実施のための施設整備など、区市町村が特に待機児童が

多い 0 歳から 2 歳児の定員拡充につながる取り組みを柔軟に支援する、待機児童解消区市町村支

援事業を平成 21 年、22 年度に実施をいたします。

また、0 歳児保育や 13 時間開所の義務付けなど、大都市のニーズに対応した、東京都が独自に

基準を定めております、認証保育所の設置促進といたしまして、開設準備経費補助の要件となっ

ております、駅前徒歩 5 分以内という要件を、平成 21 年度、22 年度の 2 年間緩和いたしまして、

区市町村の必要に応じた整備を可能にしたり、開設準備経費の無利子貸し付けを平成 21 年度から、

これまで 1,500 万円だったのが、上限 3,000 万円に増額いたしまして、事業者負担を軽減するこ

とにいたしました。

また、量の拡大と同様に質の向上も重要ですので、新設の認証保育所の事業者に対して、開設

後、早期の運営指導を平成 21 年度から実施することになりました。また、保育所の職員などを対

象とした研修も実施をしております。

このほかにも今年度から実施している事業といたしまして、大規模マンションなどに併設する

保育所を設置するための改修経費等の補助をする、マンション併設型保育所設置促進事業。保育

と教育の機能を併せ持つ認定こども園の設置促進のために、経営コンサルタントの活用などを行

う区市町村の支援も行っております。このように多様な保育サービスを組み合わせ、年齢別の保

育ニーズに見合ったサービスの提供を区市町村と協力して実施しております。

次に、事業所内保育施設支援事業について、ご説明いたします。事業所内保育施設は企業等の

次世代育成に対する取り組みを支援することで、ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、

仕事と子育ての両立を支援し、子供を産み、育てやすい環境をつくることを目的として、事業主、

および、事業主団体などがその雇用する労働者のために設置する場合や、都内のビル内で事業を

実施している事業主の雇用する労働者のためにビルのオーナーが設置する場合、保育所を運営す

る事業者などが都内の事業主や事業主団体などのために設置する場合を対象として、平成 19 年度

から補助事業を実施しております。事業を開始したときは、平成 21 年度までの 3 年間に設置した

施設を対象としておりましたが、さらに平成 23 年度まで 2 年間延長して、設置促進を継続するこ
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とといたしました。

これまで、サマンサタバサ様を第 1 号に、8 施設が事業所内保育施設支援事業の補助を受けて

開設されました。また、病院関係では東海大学八王子病院様、それから、ふれあい町田ホスピタ

ル様。大学関係では、本日もお見えになっておりますが、東京大学様が本郷と駒場のキャンパス

に設置をされました。

制度発足から昨年の夏ごろまでは多くのお問い合わせをいただいておりましたが、最近は経済

状況の悪化による影響と思われますが、企業からのご相談が少なくなりまして、逆に女性職員の

確保が深刻な病院などからのご相談が多くなっているように感じております。中には、職員が保

育園に預けられないために復職できず、病院が保育所をつくってほしいという要望を受けて、急

遽、保育施設の設置を検討されたというところもございました。

次に、補助を受けるための基準ですが、こちらには保育室の基準のみご紹介させていただいて

おりますが、保育室については、0 歳から 1 歳児の定員 1 人当たり、3.3 平米以上、2 歳以上のお

子さん定員 1 人当たり、1.98 平米以上が必要になります。

このほかにも当日、具合が悪くなったお子さんを保護者が迎えに来るまで静養できる機能を有

する、医務室、調理室などの設置が必要となります。また、看護師を配置して、体調不調児を受

け入れる運営を行う場合につきましては、静養と隔離機能が確保されている安静室が必要となり

ます。このような施設基準のほかに、保育に従事する職員の人数や資格割合、調理員の配置など

が定められています。

続きまして、補助金額ですが、補助金には大きく分けまして、設置費の補助、運営費の補助、

保育遊具等購入費の補助の 3 種類がございます。まず、設置費の補助についてですが、主に内装

の改修や電気、給排水設備工事など、施設の設置に要した費用の 2 分の 1、上限は 2,300 万円と

なっております。

続きまして、運営費についてですが、人件費や委託料、賃料など、施設の運営に要した費用の

2 分の 1。上限は運営形態に応じまして、約 380 万円から 1,180 万円まで。期間は 3 年となってお

りますが、例えば、1 カ月当たりの保育した子供の人数が 15 人以上の場合、1 日の運営時間が 11

時間以上の場合や 22 時から翌日の 5 時までの深夜の時間帯に運営した場合、看護師を配置して、

体調不調児を受け入れる運営を行った場合などに加算がございます。

最後に、保育遊具等購入費ですが、屋内や園庭で使用する遊具や施設の運営に必要な備品が補

助の対象となっております。補助額は 1 万円以上で、総経費 10 万円以上の購入費用の 4 分の 3

となっておりまして、上限が 40 万円となっております。

東京都では今後も次世代育成支援に取り組む事業者様を積極的に支援し、事業所内保育施設の

設置を促進してまいりたいと考えております。事業所内保育施設支援事業のご紹介については以

上となります。

（柳沼） では、引き続きまして、私の方から。皆様のお手元に資料を配っているかと思います

が、院内保育の運営費の補助金の事業と施設整備補助事業と病児・病後児保育事業について、ご

説明させていただきます。

院内保育運営費の補助事業については、病院関係者の方は皆さんご存じかと思うんですが、昭

和 49 年から始まっている古い事業です。都内の病院、および、診療所に従事する職員のために保

育施設を運営する場合に助成する制度として、かつては、看護婦さんが対象だったんですが、2

年前にそれが撤廃されまして、医療従事者であればいいということになっております。

対象経費のところを見ていただきたいんですが、院内保育所運営事業を行うために必要な保育

士等の人件費となっております。人件費相当分を補助しますという内容です。その柱となる部分

が基本部分の補助事業で、加算としましては、24 時間保育加算と病児等保育加算、緊急一時保育

加算というものがあります。

24 時間保育加算は補助申請いただいている病院でかなり多く申請していただいているところ

なんですが、病児保育加算については、今現在、67 の医療機関の方にこの運営費の補助をしてい

るんですが、一医療機関のみの申請があります。この病児等保育加算というのは、職員のお子さ

んだけではなく、地域の方も受け入れていいという内容になっていますが、下の基本額のところ

に補助金の額が載っていますが、一月当たり 19 万 3,070 円ということになっておりまして、地域
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の方も入れて、大々的に病児保育をやるには経営的に厳しいというところで、実際は一医療機関

という現状になっております。

この補助金の基準なんですが、非常に複雑です。補助基準額というところの箱の中を見ていた

だければ分かると思うんですが、A 型特例と A 型、B 型、B 型特例とあります。保育児童数が 1 人

以上から 4 人未満が A 型特例、4 人以上が A 型、B 型が 10 人以上、B 型特例が 30 人以上となって

いまして、それぞれに応じて、保育士さん等の職員の配置が定められています。保育時間も基本

的に 8 時間以上ということになっておりまして、月額保育料も 1 万円以上という基準が設定され

ております。

東京都の方に院内保育の届け出をしていただいている医療機関さんは 146 ある中、補助金の申

請が現在、平成 20 年度実績で 67 ですので、この差は何だとよく言われます。いろいろ事情があ

るんですが、保育時間が 8 時間以上ではなかったり、あくまでも福利厚生なので、保育料は 1 万

円未満でうちは取っていますというような医療機関さんも多いので、この補助金の対象にならな

いところもかなりあります。

下にその計算の方法が、補助金の方法が載せてあるんですが、大変複雑です。A 型特例はこう

いうふうに計算しなさいというような計算方法なのですが、保育料収入相当額というのがありま

して、これが実際に利用されているご家族の方、ご両親様の収入に応じて保育料というのを想定

して、設定して、差し引くというような、補助金から引いてくださいというような。実際にもら

っている保育料じゃないのですが、認可の保育園の保育料の決定の際の考え方がここに組み込ま

れていて、差し引きますという考え方が入っております。掛ける負担能力指数による調整率とあ

るんですが、これは病院の剰余金とか経営状態がいいと、それは 8 掛けとか 6 掛けしますという、

そういう中身になっています。

皆さんのお手元に配っている資料に、私がちょっと間違えまして、B 型特例のところが 4×18

万 800 円になっていると思うんですが、こちらは 6 ですので、訂正を、申し訳ないのですが、し

ておいてください。小さい資料で分かりにくいかと思うのですが、6 と書き換えておいてくださ

い。

こちらが運営費の事業なんですが、次に施設整備の事業もあります。院内保育施設整備補助事

業なのですが、平成 20 年度からの新規の事業で、平成 20 年度中は新規に立ち上げた場合に施設

整備を補助しますという中身でしたが、平成 21 年度からは既存で保育所を持っているところも改

修と改築が生じた場合に補助しますという中身になっています。基準額が収容定員×5 平米で、

30 人を限度として、1 平米当たりの単価が鉄筋コンクリートだったら 15 万 3,000 円となっていま

す。補助率が 0.66％ですが、これが国の方が 0.33％で、東京都がさらに上乗せして、0.66％とい

うことになっています。

先ほどの運営費も同様なのですが、こちらは国事業になりますので、国のスケジュール、厚生

労働省のスケジュールに載らないと、なかなか乗っていけないというのがあります。来年度の施

設整備についても、今月に締め切りがあったのですが、まず、その協議に乗せて、国から内示を

もらって、初めて工事をこうしてくださいという中身になります。

よく皆様から、医療機関さんからお話を伺うと、基準額のところの基準面積、こちらばかりを

気にされていて、うちはクリアしているから大丈夫だというところで、図面をお持ちになって、

補助金を申請してくる医療機関さんがいるんですが、よくよく見ますと、下のところにお願いと

書いてありますが、認可外保育施設の指導監督基準というのがあります。院内保育も認可外保育

施設に位置付けられます。認可外保育施設の指導監督基準には建物の基準や職員配置基準や保育

の中身についてもいろいろ決まり事がありますので、そこをよく見ていただいて、施設整備の方

の申請をしていただきたいと思います。

2～3 例を挙げますと、非常口の設置とか、保育室面積が 1 人当たり 1.65 平米と定められてい

るのと、保育室内専用の手洗いや児童専用の手洗いというのが指導監督基準の方で求められてお

ります。

次に、病児・病後児保育事業の中身について、お話しさせていただきます。こちらは目的は病

気の子供の受け入れや保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行うことにより、保護者

の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的として行わ

れている事業です。
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事業実施主体は区市町村になります。区市町村が事業実施主体になります。事業内容のところ

は、こちらが病中、または病気の回復期にある児童で、集団保育が困難であるということと、小

学校 3 年までの児童についてお預かりする、保育や看護ケアを行うという内容になっています。

こちらも東京都の基準としては、看護師 1 名と児童数に応じて保育士を配置していただきたいと

いうことと、協力医療機関を確保していただきたいということ。

あと、施設についても、基準がありまして、保育施設を併設する場合は専用の出入り口や手洗

いを設置するなどのいろいろな基準があります。こちらについては、区市町村が窓口ですので、

もし事業として考えていらっしゃる医療機関さんがございましたら、区市町村の保育課の方にお

問い合わせいただきたいと思います。

また、逆に、こちらの病児・病後児保育の事業を利用するに当たりましては、利用に当たって

という 4 段目のところに書いてありますが、事前の登録が必要になってくるということです。区

市町村保育所、および、病児・病後児保育所等への事前登録をしていただいて、入室前に必ずか

かりつけ医の診断が必要になってくるということです。実績としましては、平成 21 年 2 月 1 日現

在で 81 機関が病児・病後児保育事業を行っております。来年度は 90 カ所まで増やす予定です。

以上、お話しました東京都の保育施策については、東京都の公式ホームページの方にいろいろ

詳しく載っていますので、一度、ご覧いただきたいのと、さらに詳しいことをお知りになりたい

ということでしたら、こちらの保育施策の主管部であります、少子社会対策部子育て支援課の方

にお問い合わせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

■東京大学の保育園開設に至るまで

東京大学男女共同参画オフィス 特任助教 渡井いずみ

東京大学男女共同参画オフィスの渡井です。

東大の保育園設置の実際をお話してほしいと頼

まております。

東大では、新旧合わせて7つの保育園がござい

ます。東大は、様々な場所にキャンパスがあり

ますが、4か所、つまり本郷、駒場、柏、白金キ

ャンパスです。現在の東大在籍人数は平成２０

年5月に教職員９２００人、学部学生1４０００

人、大学院生１３７３２人、研究生で合計３７

４０３名です。

２００９年３月時点で、全学対象保育園とし

て、本郷けやき保育園、柏どんぐり保育園、駒

場むくのき保育園、白金ひまわり保育園があり

ます。特定部局対象保育園としては、東大病院いちょう保育園があります。大学病院には今までも

保育園があったのですが、改修しました。認可、認証保育園としては、駒場には以前より、あった

のですが、ここを新しくして２００４年月よりNPO法人東大駒場保育の会が運営していましたが、

２００４年９月から東京都認証保育園になりました。

東京大学の保育園設立の歩みとしては、１９７０年ごろから保育に関する動きがあり、保護者有

志により本郷キャンパス保育園、駒場地区男女共同参画施設、白金医科学研究所病院臨時授乳室が

できました。

１９８０年代には、本郷キャンパスの保育園は、社会ほ福祉法人に運営が移行され、認可保育園

になりました。駒場地区も未承認のまま継続、白金も看護師確保対策の名目で存続されました。

２００３年には男女共同参画推進の動きが大学にも波及し、２００４年に駒場地区の施設を保育施

設として認可され、NPO法人が設立されて、東京都認証保育園に移行しました。２００６年に男女

共同参画室が設置され環境整備部会で保育施設整備に本格的に取り組みを開始しました。

東京大学が保育園を設置するといっても、今まで部局がなかったので、どこが担当するのかが不
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明でした。そこで、男女共同参画室が主体となり、設置企画を推進していきました。

２００６年に、東京大学における教職員、学生のための保育施設整備の基本方針を策定し、東京

都認証保育園の基準を満たす保育園にしよう、ということになりました。東大病院の保育園開設が

決定し、特定部局のための保育園がいちょう保育園として作ることがきまりました。白金キャンパ

スの保育園を改築し、本郷、駒場II、柏キャンパスに保育園新設が決定されました。

２００７年前期には、東大病院いちょう保育園が開設されましたが、２１世紀職業財団の補助申請

うぃ、病院の研修施設を改造し、３２名定員 ０歳から就学前、ということにしました。保育園を

立てるには大きな資金が必要で、たまたま東大１３０周年記念で１３０億円を目標に寄付金を集め

ておりましたが、この目標値を達したので、使い道を考えているところでしたので、保育園設置の

ために使うことになりました。各キャンパスより保育園誘致のため、男女共同参画室員が推進入室

し、環境整備部会長を長とする保育園設営準備ワーキンググループが設置されました。

東大のなかに、教育学部の教員で保育園を専門としている方がおいでになりましたので、その方

にアドバイザーになっていただきました。平成１９年に女性研究者支援プランが採択となり、専任

職が４名となりましたので、このワーキンググループに参画することになりました。

２００７年後記には、具体的なプランが出来上がってきましたので、有識者の意見を入れて設計

のやり直し、東京都の建築許可申請など、競争コンペをして、様々な保育に関わる規則を決定して

いきました。

このころになりますと、東大に保育園ができるらしい、という噂を聞きつけて、学内向けの説明

会にはなんと１２０名も参加がありました。

２００８年には入園者の決定を行いましたが、今後、どのように保育園を運営するのか、という

ことで、みな、大変らしい、と及び腰になりました。保育園を担当する事務組織体制をつくること

が決定されました。このようにして、本郷けやき保育園が５月７日にオープンしました。

白金キャンパスは、古いものでしたので、新園舎の改築となりました。今まで保育業務を委託業

者へ移行し、全学対象にするなどいくつかの課題がありましたが、１１月１４日に開設に至りまし

た。

続いて、駒場、柏と開設しましたが、すべての開園式に総長および担当理事が参加しました。こ

のことが、女性研究者、子育てに対して、本学が真剣に取り組んでいる、ということを示したと思

います。

東大保育園の７つの保育園は、それぞれ資金調達、運営母体、対象などが異なっていますが、東

大保育園運営委員会で４つの保育園を一括して運営しています。ハーバード、エール大学を始めと

して、子育てを支援する体制を作ることは多様性の富む人材獲得に必須であるという熱い理事の説

得もあった、と伺っております。

東大モデル｢キャリア確立の１０年｣支援プラン実施体制は、総長、男女共同参画担当理事の直下

に、男女共同参画室があり、そこには勤務態様部会、環境整備部会、進学促進部会、ポジティブア

クション推進部会があります。勤務態様部会は、多彩な支援メニュー、キャリアの形成支援やメン

ターの起用など、環境整備部会は、本日お話した保育施設など、進学促進部会は、夏休みに中高生

の女子学生を対象にしたセミナー開講など、また、新たに出来上がったポジティブアクション推進

部会では、基本理念の策定などを行っています。この男女共同参画室と私の属する男女共同参画オ

フィスが連携し、女性研究者支援相談室や女性研究者情報ネットワークを作っています。

東大の保育園に至るまでの歩みをお話させていただきました。東京医科歯科大学のお役にたてれ

ば幸いでございます。

■病児保育ビジネスのこれまでとこれから

ＮＰＯフローレンスソーシャルプロモーション事業部 事業部長 堀江由香里
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（堀江） 本日は貴重な体験をさせていただ

きまして、ありがとうございます。NPO法人フ

ローレンスソーシャルプロモーション事業部

事業部長をさせていただいております、堀江

と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

本日は、「病児保育ビジネスのこれまでと

これから」ということで、私たちが行ってお

ります病児保育ビジネスについて、これまで

の軌跡ということでお話をさせていただけれ

ばと思います。私は重度の花粉症でして、今

日は晴れているところもあって、ちょっと声

がお聞き苦しい点もあるかと思いますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。では、早速、お話をさせていただければと思います。

まず、何で私たち NPO 法人フローレンスが病児保育を行うことになったのかというところから

お話をさせていただければと思います。弊社の代表の駒崎という者がいるんですが、その母親が

ベビーシッターをしておりました。ベビーシッターをしている仲良しのクライアントさんという

か、お母様がいらっしゃったんですが、突然、仕事を首になってしまったので、明日からベビー

シッターはいりませんというふうに駒崎の母親に言われるんですね。

あなたみたいな優秀な方が何で会社を首にならなきゃいけないのよと駒崎の母は聞くんですね、

お母様に。実はそのお母様は双子のお子様がいらっしゃって、風邪をひいてしまうと双子同士で

うつし合ってしまうと。どちらかが風邪をひくと、それが治りかけてくるころにもう 1 人の子に

うつってしまってと。それで 1 週間ほど会社を休むことになってしまったら、会社に激怒されて、

もう君は来なくていいといきなり解雇通知を受けてしまったという話がありました。

それを聞いた駒崎は母に言うんですね。何であなたがベビーシッターをしているのにそのお母

様が首にならなきゃいけないんだと。母親は、知らないの？ 熱が出た子供というのは保育園で

もベビーシッターでもなかなか預かってくれないのよ。私もベビーシッターをやっているけれど

も、そうやって簡単に風邪をひいたからといって預かることはできないのよ。そんなことも知ら

ないのというふうに怒られるわけです。駒崎はなるほどと。

ただ、自分が子供のとき、駒崎の母親はばりばり働いていたキャリアウーマンだったと。自営

業をされていたのでかなり大変だったと思うのだけど、うちはどうしていたのと母に聞くのです

ね。駒崎の母はあなたにはマツナガのおばちゃんがいたでしょうと言われるのです。団地に住ん

でいたのですが、代表が住んでいた団地にマツナガのおばちゃんという方が熱を出したら、代わ

りに預かってくれて、あんたは仕事に行ってきなさい、私が見ているからみたいな感じで、そう

いったおばちゃんが近くにいてくれたと。

駒崎はそういった自分が子供のころにあった地域のつながりや、そういった助け合いというの

が今の社会にはなくなってきているのだな、なくなりつつあるのだなと思って、それじゃあ、そ

れを何とかしようと考えて、設立を始めたというのがフローレンスの誕生のきっかけになってい

ます。

駒崎は思うわけです。病児保育問題を何とか解決できないかというところです。病児保育問題

というところを少し簡単にお話しさせていただければと思うのですが、保育領域の中で最も社会

的な取り組みが遅れている領域だといわれています。何でそれが遅れてしまっているのかという

のは後ほどご説明させていただければと思うのですが、病児保育問題というのは社会的な取り組

みというのがなかなか進んでいないのだなというふうに念頭に置きながら、お話を聞いていただ

ければと思います。

じゃあ、病児保育とは何というところなのですが、定義があります。風邪や発熱など、軽度の

突発的な状況で子供をお預かりして、ケアすることですね。ここはちょっと注意が必要なのです

が、保育園の多くは 37 度 5 分以上の熱を出してしまうと、お預かりできないケースというのが多

くあるんですね。なので、普段は保育園に預けていても、お子様が熱を出してしまうと、保育園

から会社にお母様がお父様に電話がかかってきて、お子さんが熱を出しちゃったので戻ってきて
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もらえますかというふうに呼ばれてしまうと。もし、この中にワーキングマザー、ワーキングフ

ァザーの方がいらっしゃったら、そういった経験も何回かあるのかなと思います。

そんな病児保育なんですが、かなり働くお母様、お父様からは高いニーズを出されています。

まず、このグラフを見ていただくと、仕事と育児の両立で最も悩むことはというところなんです

が、病児保育についてのお悩みというのが 7 割を超えて出ています。子供の病気で遅刻や欠勤な

どが増えてしまうと、周囲に迷惑をかけてしまうというふうにお悩みの方が 7 割ぐらいいらっし

ゃるというところです。

また、働く方に聞きました。必要性を感じている育児支援の制度は何ですかというところでお

話を聞くと、子供の看護休暇がもらえればいいのにと思っている方が、8 割を超えた方がそれを

ニーズとして感じていると。さらに、保育園にお子さんを預けている方に聞くと、不満に思うこ

とというところで、病気のときも預かってほしいと。やっぱり安定的にお仕事に行くためには、

保育園のそういうサービスというのも充実させてほしいというところで、特に病気のときも預か

ってほしいというところのニーズが一番高く出ているという結果が出ています。

病児保育って聞き慣れない言葉だと思うのですが、今まで病児保育をしてくれるところってな

かったんだろうかと思われる方もいらっしゃると思うのですが、実際、あります。どのような形

が今までの既存モデルとしてあるかといいますと、まずは 1 つ目です。保育所型と言いまして、

保育所のすぐ近くに病児保育室というのを併設だったり、隣に隣接していたりして、病気のとき

にはお預かりできるようなタイプがまず 1 つ。もう 1 つは、医療機関併設型と言いまして、小児

科の中に病児保育室を併設していまして、診察をして、そのまま病児保育室にお預かりができる

というところがもう 1 つのケースとしてあります。

3 番、単独型。これは結構まれなケースです。病児保育室が単独で運営ができるというケース

なのですが、これは結構力を入れている自治体さんが病児保育はもっとちゃんと制度を整えなき

ゃだめだみたいな感じで、補助金をさらにもっともっとある補助金に上乗せしてやってもらえる

と、単独型ってできるのですが、これは結構まれなケースで、1 割にも満たないような施設とい

う現状になっています。

とは言うものの、まだまだ病児保育の事業を行っている施設というのは数が少なくなっていま

す。全国に約 500 弱というふうになっています。最新のデータだと、だいたい 640 ぐらいまで増

えてきてはいるというところで話を聞いたりしますが、まだそのぐらいで、保育所全体の約 2％

というところです。だいたい保育所は 2 万ぐらいになるんですが、2 万ある中の病児保育施設は

500 弱というところで、だいたい 2％で圧倒的に数が少なくなっていますというところです。

なぜ、こんなに働く親御さんからのニーズが高い病児保育がこのような数が少ないという現状

になってしまっているのだろうかというところです。答えはとても簡単です。経済的に自立がで

きないのです。実際、病児保育施設を行っている、約 9 割の事業所さんが赤字となっています。9

割が赤字ということは、ほとんど経営として成り立たないというところになっています。

それの問題には、1 つ大きなというか、病児保育問題を解決するためのネックとなる部分があ

りまして、何かというと、補助金のジレンマというものがあります。自治体もすごく頑張ってく

れて、私たちというか、いろいろな事業に補助金を出してくれていますが、この補助金というの

が病児保育を運営するためにはなかなか少額で、その補助金だけだと運営をすることが難しいと。

補助金だけに頼らずに、利用料金をもっと高くすればいいでしょうと思われる方もいらっしゃ

るかもしれないのですが、補助金をもらうと病児保育の利用料が 1 日の上限が 2,000 円までとな

っています。ベビーシッターさんとかにお子さんを預けたりすると、だいたい 2,500 円から 3,500

円ぐらい 1 時間で掛かるのですが、1 日の利用料とベビーシッターさんに預けるときの 1 時間の

利用料というところがだいたい同じになってしまう。むしろ、ベビーシッターの方が高いぐらい

になってしまう。

というところで、病児保育って、だいたいは風邪をひいたときだけお預けしたいのですよね。

そうすると、いつ収入が入ってくるか分からないし、入ってきたとしても、1 日 2,000 円しかも

らえないとなると、看護師の人件費と保育士の人件費を常駐でお支払いして、家賃を払い、水道

光熱費を払いとかってなってしまうと、補助金と利用料だけではとうてい経営が難しいというと

ころの補助金のジレンマという問題があります。それがなかなか解決できなくて、新規参入でき

ず、病児保育をする事業というのが数として増えないという状況というのが今、あります。
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じゃあ、あなたたちはどうやっているのという話になると思うので、フローレンスがいかにし

てこの病児保育の事業を行っているかというところをお話しさせていただきたいと思います。ま

ず、フローレンスのモデルとして、大きな特徴が 2 つあります。1 つは非施設型。訪問型といわ

れたりもするのですが、非施設型のタイプを取らせていただいているのと、あとは共済型という、

2 つの特徴を持っています。

非施設型というのは、特定の施設を持たずに、例えば、利用会員さんのおたくに訪問をして、

お子様を預かり、保育スタッフのおたくでお預かりするような、ベビーシッターと似たような形

を取らせていただいています。フローレンスではまず必ず利用会員の方には会員になっていただ

いています。いきなり新しい方から預かってくださいと言われても、それはできません。ちゃん

と入会審査を経てから使ってくださいというような形になります。

まず、子供が熱を出したというところで、利用会員の方から連絡をいただくのですね。そうす

ると、フローレンスは何をするかというと、地域の、利用会員さんの近くに住んでいる隊員に、

私たちは保育スタッフのことをレスキュー隊員と言うのですが、そのレスキュー隊員に電話をす

るのですね。何々さんちのおたくのお子様が熱を出してしまったので、何時までにおたくに訪問

してくださいというふうにレスキュー隊に電話をします。そうすると、レスキュー隊員は分かり

ましたというところで、お母様、お父様のおたくに駆け付けます。駆け付けた後に必ずかかりつ

けの小児科医のお医者様のところに受診に行きます。受診の後、レスキュー隊員のおたくだった

り、実際の利用会員さんのおたくだったり、あとは、提携させていただいている小児科医の方の

ところでお預かりをさせていただくというところになっています。

なので、いざとなったら、提携医が今、11 カ所あるのですが、常に電話で何か様態が急変した

り、気になるところがあるんだけれどもというふうになった場合は、その提携医の方にお話をい

つでも聞けるというようなバックアップ体制を取りながら、訪問型のレスキューというか、病児

保育のサービスを提供させていただいております。

これは現場の写真なのですが、こういった形で、これはお母様とレスキュー隊員の 2 人が引き

継ぎを終わって、お母様は会社に、隊員の方は一緒に病院に行く風景です。これは弊社のカリス

マ保育士というところで、自宅で預かるタイプの隊員なのですが、元気なときもお子さんがあの

人のおうちに行くのみたいな感じでお母さんにおねだりしちゃうぐらい、すごく人気のレスキュ

ー隊員さんのおたくの保育風景です。このような形でいくつか現場の写真をご用意させていただ

いたのと、これは本部のメンバーです。こういったみんなで写真を撮ったり、あとクリスマスは

利用会員さんのお宅にサンタの格好をしてプレゼントを渡しに行ったりするサンタプロジェクト

というものをやって、地域の方とのつながりを強めていっている活動もしています。

もう 1 つ特徴がありますと話しました共済型というところのモデルをお話しさせていただきま

す。先ほどベビーシッターの形に似ているとお話しさせていただいたのですけれども、病児保育

は先ほども言いました通り、普段は特別必要としないのです。ただお子さんが熱を出したり、風

邪をひいてしまったときに、助けてというふうにサービスを使いたいというところなので、1 時

間当たりでベビーシッターと同じようなビジネスモデルで金額を取ろうとすると、かなり高額に

なってしまいます。

1 度算出したことがあるんですけど、だいたい 1 時間 3,500 円以上は最低でもらわないと賄え

ないというところで、それで 10 時間例えば預けたとしたら、それだけ 1 日 3 万 5,000 円みたいな

ところになってしまって、いくら何でもそれを払える親御さんはいらっしゃらないという話にな

ります。

じゃあ、私たちはどうしようかと考えたかというと、自動車の保険の形に似た共済型というと

ころで、新しくビジネスモデルを考えさせていただきました。これは何かというと、風邪をひい

てもひかなくても、利用会員の皆様に月額で月会費をちょうだいしています。だいたい今の平均

値でいくと、月会費の平均が7,000円から8,000円程度になっていまして、その7,000円から8,000

円の中にレスキューというか、病児保育の使用料も含まれるというところになっています。

自動車の保険に似ている形なので、事故をしなかったりとかすると少しずつ月会費が下がって

いって、利用すると少しずつ月会費が上がっていく形で、みんなで病児保育サービスを助け合っ

ていきましょうというところで、共済型と呼ばせていただいております。

最初は2005年に事業を始めて、江東区と中央区の2区でサービスインをさせていただきました。
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少しずつ地域の展開をさせていただきまして、昨年の 12 月にようやく東京 23 区をすべてサービ

ス提供できるというところまできました。

あとは法人契約も今、力を入れて進めさせていただいておりまして、例えばリクルートさんだ

ったりとか、JP モルガンさんという外資系の会社さんだったりとか、あとは日本女子大学さんと

か慶應義塾大学さんとか、いろいろさまざまな企業や団体の方と法人契約を結ばせていただきな

がら、少しずつエリアを拡大しているところです。今年度に関しては東京以外のエリアへの拡大

も視野に入れながら、少しでも病児保育のサービスを多くの方に提供できるように頑張っていき

たいと思っております。

現在、これから私たちが何をしていかなければいけないだろうかと考えたときに、全国へのコ

ンサルティングを実施しようというところで、現在行っている事業があります。実際、フローレ

ンスのモデルを参考にしてくださって、厚労省の方が緊急サポートネットワークという形で、病

児保育をサポートする補助金の制度を打ち出したんですが、なかなかそれだけだと経済的に自立

し切れないというか、もうちょっと課題を抱えつつ自分たちでやりたいという相談も受けていて、

そういった方々の立ち上げの仕方だったりとか、マネジメントについてのコンサルティングを行

う事業を始めさせていただいております。

実際、私たちがコンサルティングをさせていただいているのは、どちらかというと補助金をも

らっていない団体です。自分たちで自立をしたいと、フローレンスのように自分たちの力だけで

何とか経済的に自立したいんだけれども、何とかしてくれないだろうかみたいところでお声掛け

をいただいて、そういった活動をしていっています。

今だと鹿児島県の NPO 法人かるがも託児ルームとか、東京三鷹市の NPO 法人さんのお手伝いな

んかもさせていただいています。あとは和歌山県だったり、石川県だったりとか、なかなかフロ

ーレンスの今のキャパシティーではすぐに全国に病児保育サービスは広げられないんですが、そ

ういった団体の志高い方々のご協力をさせていただくことで、病児保育サービスを全国に展開し

ていこうと考えています。

これはもっとサービスをいろいろな人に提供できないかというところで、個人寄付会員の募集

なんかもスタートさせていっているんですが、基本は私たちの事業だけで運営していきたいと思

っています。

私たちのフローレンスのビジョンというところで、先ほどまでお話をさせていただいたメイン

の事業は病児事業になってきています。少しずついろいろな幅を持たせてというか、いろいろな

タイプの病児保育問題があるのだなと私たちも感じています。

本日お配りしました中に慶應義塾大学さんとのプレスリリースとかも入れさせていただいてい

るかと思います。これは何かといいますと、研究員の方々に特化したというか、研究員の方々も

病児保育を使えるように新しいサービスパックを考えていきましょうという形で進めさせていた

だいています。

あとは本日お招きいただきました東京医科歯科大学さんとは日本初で本当に女医さんだったり

とか、医療関係者の方、医療の方々のメディカルパックというものも、本当にこういった人の命

を預かる方々への育児の両立支援というところで何かお手伝いができないかというところで、少

しずつ、少しずつ話を進めている段階になっています。

病児保育の事業をしていく中で感じているのが、やっぱり働く側の企業ももっともっと、例え

ば病児保育で子供が熱を出したので休みますとなったときに、休んで大丈夫だよと言ってもらえ

るような環境をつくっていかなければならないというところで、ワーク・ライフ・バランスのコ

ンサルティングをさせていただいたりしています。

また、こういった病児保育という言葉をもっと社会に認知してもらうためにも、ソーシャルプ

ロモーション事業部を立ち上げまして、こういった形でたくさんの人に一緒に病児保育問題を考

えていただける機会を増やせればというところで、事業を進めています。それは私たちのビジョ

ンにかかっています。ちょっと長いんですが、子育てと仕事、そして自己実現のすべてに誰もが

挑戦できる、しなやかで躍動的な社会、これを目指して、病児保育問題に取り組み、そしてそこ

で働くお母様、お父様方が生き生きと働けるような社会づくりを目指して、頑張っていきたいと

思っております。

ちょっと駆け足になってしまったので、何かご不明な点などがございましたら、この後のパネ
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ルディスカッションなどでお話しできればと思っております。本日はありがとうございました。

■女性医師が離職しないために‐勤務体制の多様性の検討と病児保育を通した支援

東京女子医科大学遺伝子医療センター所長・教授/女性医学研究者支援室副室長 斎藤加代子

女子医大の斎藤です。本日は、女性医師が離職

しないために、というお話をしたいと思います。

平成１８年度より、文部科学省科秘術調整費｢女性

研究者支援モデル育成｣事業を行ってきました。今

年の３月に終了で、これで終わりかな、と思って

おりましたら、形を変えて存続することになりま

した。２年前に日本女医会で行った病児保育の調

査で、全国の病児保育の現状調査を行いました。

病児保育をしているのは、数としてはあるのです

が、ほとんどが診療所に併設しており、小児科の

開業医の先生が中心となって行っています。大学

病院や一般病院には、ほとんど病児保育はありま

せん。東北大学は病院の中に病児保育室がありま

す。こうした平成１６，７年の調査を基に、東京女子医大の中に導入することを決め、

モデル事業の一つの柱にいたしました。これは。３年のモデル事業終了後にも大学が継

続を決めています。

東京女子医大は、女性だけの医学校で、世界では１，２校あるようですが、日本では

本校だけです。１９００年に吉岡弥生先生によって創立されました。高い知識と技能を

持ち、病者に癒しの心をもった医療人として、精神的にも経済的にも自立し、社会に貢

献する女性を輩出すること、というのが建学の精神です。

入学時には、女性が１００％なのですが、平成１８年度のデータでは、研修医６２％、

医療練修士で６３％、助教で３８％、講師３６％、准教授１７％、教授１８％と先細り

になります。教授の女性比率は他大学に比べれば多いと思いますが、入学時が１００％

であることを考えますと、少ないと思います。地域医療に貢献している方もいますが、

お辞めになっている方もいます。今の医師不足は、女性医師の増加が原因という声もあ

り、だから女性の医学部入学者を減らすべきだという意見もあり、実際女性の入学率が

減っているところもあるようです。

実際は、医師国家試験では女性の平均点の方が高く、合格率も高く、女子医大にも華

やかな方もおいでになりますが、ほとんどはまじめに勉強して、１００％卒業し、ほと

んど留年はありません。

最近の若い方の価値感は、子育て＞臨床＞自分のキャリアで自分のことが最後になっ

てしまうようです。夫はどこ？と聞かれましたが、夫は入っていないかもしれません。

キャリアにとって、大事なのは３０代ですが、子育て中は、子供、保育園、病児保育な

ど子育てにエネルギーを使ってしまいます。

男女医師の勤務環境調査を２００８年に行いました。助教以上２０２２６名を対象に

しましたが、回答は４２７人で２１％でした。女性２２４人、男性２０３人でした。ワ

ークライフバランス実現のために何が必要か、という設問には、男性は、必要な人員の

確保、金銭的なゆとり、適切な休暇で、人、金、時間なのですね。女性は適切な休暇、

病児保育、院内保育、必要な人員ということで、時間、保育、人で金が入らないのです。

つまり、１）子育て支援：保育園の充実や、情報提供の充実が必要です。子供が生ま

れて、子供を抱えながら、保育園探しをする、というのが現状ですので、どこに何があ

るか、などの情報を整えてあげるのが大事だと思います。２）勤務制度の改善：今回は、

ワークシェアとフレックス勤務を導入しました。長所、短所がありましたが、こうした

柔軟な勤務体制は今後重要だと思います。３）生涯教育と再教育、４）卒前のキャリア
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教育、そして５）本人の自覚です。いくら環境を用意しても、本人のやる気がなければ

どうにもなりません。また、本人のやる気があってもご家族が、「子供をほおっておい

てどうするんだ」という中では、本人も継続はできません。意識改革が必要です。

女性医学研究者支援では、サポート委員というのを作り、ピアカウンセリングも行い

ました。身近な人に相談できるのはよかったようです。また、３年間は心理職にいても

らいましたが、職場の問題で他には相談できない場合も、良かったようです。

ここで、院内保育園の歴史を少しお話します。河田町には、１年生から６年生まです

べての学生がいます。平成４年に看護職不足の問題があり、隣家を買い上げて保育園を

作ることになりました。平成４年に育児休業法が制定され、平成５年に、院内保育線が

開設しました。至誠会という同窓会が作った保育園もあるのですが、新宿区の認可保育

園となっているため、地域の２４時間営業で働いている人などが優先となり、非常勤で

働いている医師は入所できません。そのこともあって、医療職が優先的に入所できる院

内保育園を創ろうということになったのだと思います。

平成１６年に建物を建て替えました。平成１８年にこのモデル事業に採択され、同年

８月から病児保育室「かとれあ」を開設しました。カトレアは、東京女子医大の校花で

あす。運営についてですが、無認可保育園で、２１世紀職業財団より年間３６０万円の

補助金を得ています。院内保育所運営委員会が運営に当たっており、各部署から委員を

出してもらっています。人事部人事が事務を担い、毎日運営しています。

病児保育は１：２保育が原則で、病児２人について、看護師あるいは保育士どちらか

１名が必ず必要です。看護、保育ともにできることが重要です。細かいことは全国病児

保育連絡会議が作成した、病児保育マニュアルをご覧になるとよいと思います。現在、

保育士２名、看護師１名体制でおこなっており、２週間に一回、全員でミーティングを

行っています。

院内保育園ののべ利用者数ですが、２００６年は４５００人になりました。待機児童

が多くなっているせいか、０歳児の増加が目立ちます。院内保育ができて、育児休業か

らの復帰がスムースになりました。院内保育は以前、看護師さんが圧倒的に多かったの

ですが、最近は教員が増えてきており、率としては逆転しています。

病児保育は、登録制をとっており、毎年４月に登録していただいています。２００６

年７２人、２００７年１０５人、２００８年１３０人と徐々に増加しています。年間の

利用者数はバラバラです。６-７月、冬場に多い傾向はありますが、あまりはっきりし

ません。これがフローレンスさんのおっしゃっていた、予測できない、ということだと

思います。人員を確保していても、利用者がいない、ということも起こりうるわけです

ね。

疾患としては、圧倒的に風邪です。利用者が誰もいないときは水痘やインフルエンザ

をお預かりすることもあります。感染性の疾患もありますので、３部屋を独立できるよ

うになっています。

研究者支援についても少しお話いたします。

東京女子医大では、フレックス、ワークシェアを試みました。時給１２００－１５００

円で、各種保険などについても試行錯誤をいただいました。やはり継続するためには、

時間と経済的なサポートをしっかりするというのが大事だと思います。

こうした支援の結果ですが、教授、准教授の数までは変化がございませんでしたが、

助教や講師はやや増えたかな、と思います。

こうした取り組みを通して、女子医大で意識改革ができたのが大きかったと思ってい

ます。女性研究者支援室として、生涯研さん、再教育センター、医師の短時間勤務制度

ができ、病児保育には看護部からの応援がいただけるようになりました。初の女性医学

部長も誕生しましたし、卒前教育としてリーダーシップ研修なども行われるようになり

ます。こうした事業が統括されて、男女共同参画推進局となることが決まっています。

まとめですが、１）女性医学部入学者が４０％になっても女性教員の数が極端に少な

いのは問題だと思います。ロールモデルが見当たらず、いるのは、やめようとしている
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人だけ、ということではいけません。２）本当の意味での女性研究者支援は、女性医師、

女性研究者の問題の解決モデルにならなくてはいけない、ということです。３）こそ出

てと医療・医学研究の両立支援がひつようですし、４）キャリア形成の早期からの支援

が重要です。５）また、女子医大のこうした試みを全国の医学部・医科大学に波及して

いきたいと思います。横のネットワークが必要だと思います。

今日のお話で、東京医科歯科大学の試みにお役にたてれば、と思います。

■女性医師の働きやすい環境作り

自治医科大学腎臓内科教授/女性医師支援センター専任コーディネーター 湯村和子

自治医大の湯村でございます。自治医大は、

東京から約一時間のところに位置し、敷地面積

は東京ドーム１６個分の広大な場所にあります。

東大は非常に大きなスケールですが、自治医大

は小さな規模での取り組みです。

女性医師・研究者への革新的支援は、今は無

い！と申し上げてよいでしょう。子供と仕事ど

ちらをとるかで右往左往するというのが現状で

すが、多くの女性は両立させたいと願っていま

す。実際に子供ができた場合は、勤務地の近く

に住むしかない、配偶者の協力が絶対必要、勤

務先での保育の充実、時間が遅れてもみてくれ

る、病児保育が必要、などです。日本は経済成

長第二位でありながら、こうした福祉整備は世界で５８番目ということが影響してきてい

るわけです。

病児保育の問題は、今までの方が話されたように、まず預かるシステムが安心できるも

のでないといけない。子供が病気でも働く、という親の心構えが必要ですが、今まで自治

医大にはそのよう女性医師はいませんでした。親も不安では、成り立ちません。病児保育

のニーズは今やっと始まったばかりです。

自治医科大学付属病院における女性支援センターは、文部科学省の平成１９年度地域医

療 GP の採択から始まりました。自治医大の女性卒業生は３４１名、自治医大の勤務医は

常勤で１６１名、非常勤で６３名です。大学ではの女性比率はレジデントは５０％なのに、

助教は１５％ですから、まずこの問題から着手しなくてはなりません。役職が上がるにつ

れて女性比率は低くなり、私が着任する前は、教授は、センター長の桃井教授がおひとり

でした。女性医師支援体制は、若い医師や女性医師だけでやっていてもだめです。やはり

組織のトップがやる気を出してくれることが大事です。

自治医大における女性医師支援は、１）就業継続支援として短時間勤務制度を導入しま

した。原則、週２０時間で、その内訳は様々です。２）育児支援として NPO 法人と連携し

て、多様な育児支援システムを作りました。保育ルームができたことでだいぶ前進しまし

た。３）復職支援として当初は e-ラーニングなどを考えていましたが、個々の事情があま

りにも違うため、現在は、オーダーメイド支援に切り替えています。

病院にいても、他の部局でどのようなことをしているか情報が限られています。そこで、

ワークショップを開催し、それぞれの部局の体験談を共有することになりました。

育児支援としては、保育ルームとファミリーサポートがあります。保育ルームは、自治

医科大学内に保育士さんがひとり常駐しており、サポート会員と一緒に保育を行います。

保育サポーターは厚生労働省のガイドラインに従ったカリキュラムを作成し、近隣の皆様

や学生が保育サポーターとして教育を受け、エントリーしてもらっています。保育ルーム

は、女性医師支援センターと地域のサポーター、そして自治医科大学勤務医や卒業医師と

の連携で運営されています。利用者は男女だれでもよく、たとえば、いつも保育をしてい
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る無職の妻が、親の介護などで保育ができなくなった場合なども預かるようにしています。

ファミリーサポートは、子育て経験のあるボランティアサポーターに会員登録していただ

き、サポートの必要に応じて、利用会員宅かサポーター宅で保育をしてもらう制度です。

利用会員は、前もってサポーター会員と子供を会わせておくことなどで、安心して預ける

ことができます。

こうした短時間勤務制度や保育支援について、定期的なニュースレターで広報を行って

います。会員相互の交流や子育ての悩み相談などで交流会も行ってきました。

自治医大は、卒業後全国各地に赴きます。へき地で診療に携わる医師のところにも出向

き、子育ての相談にのっています。

今後の展望としては、利用者やサポート者の拡大を図っています。サポーターのスキル

アップや地域の病児保育施設との連携も次の課題です。

病児保育・保育支援は病児保育・保育支援で終わってはいけません。また、女性医師支

援は、医師問題の切り口にすぎない、ということも認識する必要があります。育児は女性

だけの問題ではなく、男性も育児には関わることができます。また、なぜ女性が勤務を辞

めてしまうか、という大きな理由に、労働環境の苛酷さがあります。女性医師が継続でき

る医療体制作り、女性医師指導者の育成が今後の課題です。

女性医師支援を行うことで、女性医師の離職が減り、医療者不足の解消につながる可能

性があります。しかし、そのためには、現在の就業環境のハードルは高すぎます。女性は

このままでは就業継続することはできません。

自治医大がこれからやろうとしているのは、育児支援のさらなる充実、育児休暇後の短

時間勤務制度、子供の就学前までから就学後までサービスを拡大すること、復職支援をす

すめること、ワークショップなどを通して意識改革をすることです。

大事なののは、一部の人、一部の組織の取り組みにしてはいけないことです。病院全体、

勤務医全体の問題であるという認識が大事です。

まず、医師の過重労働を是正し、当直明け勤務や勤務時間の延長などに規制をかけるべ

きです。病院の中に女性のロールモデルがいない、リーダーがいないことは大きな問題で

す。女性が病院にとどまれるように、とどまりたいような魅力のある職場になることが大

事でしょう。

女性医師問題は、大きな問題が根底にあり、一挙に解決することは、難しいですが、今

後も多くの人と問題認識を共有化していく必要があると思います。


